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（開会 午後 ４時２０分） 

○議長（富永勉君） ただ今から、令和８年第１回多賀町議会臨時会を開会いたします。 

                                        

○議長（富永勉君） 本臨時会に町長より提出されました案件は、承認案２件、議案３件

であります。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議賜りますようよろしく

お願いをいたします。 

 次に、町長より招集の挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和８年第１回多賀町議会臨時会を招集させていただきま

したところ、議員の皆様には公私何かとご多用の中、ご出席賜り厚く御礼申し上げます。 

 本日は専決の承認事項として、衆議院選挙執行に係る予算および多賀勤労者体育セン

ター解体工事の変更契約、議案といたしましては、多賀町立小中学校体育館空調設備工

事の請負契約の締結および、昨年末、国において物価高騰対応をはじめ補正予算として

計上されました予算について、本町対応分としての予算措置について提案をさせていた

だきます。 

 慎重なご審議を賜り、円滑なご決議を頂きますようよろしくお願い申し上げ、開会の

ご挨拶とさせていただきます。 

                                        

（開議 午後 ４時２０分） 

○議長（富永勉君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    ９番  神細工 宗 宏 議員   １０番  菅 森 照 雄 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日限りに決定をいたしました。 
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○議長（富永勉君） 日程第３ 「承認第１号 専決処分事項（多賀勤労者体育センター

解体工事の請負契約の変更）についての承認を求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「承認第１号 専第１号 多賀勤労者体育センター解体工事

の請負契約の変更」について、ご説明申し上げます。 

 議案書２ページをお願いいたします。 

 当該請負契約の変更につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令

和７年１２月１２日付で専決処分をさせていただきましたので、同条第３項の規定によ

りご報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 当該工事につきましては、令和７年９月２日に議決を頂き、滋賀県彦根市西今町７２

６番地１、株式会社森音、代表取締役、森豊と６,０３６万８,０００円で請負契約を締

結させていただいたところです。 

 今回の変更契約につきましては、建物撤去後のグランドレベルが均衡でないことが判

明し、舗装工事を実施するに当たり、敷地全体を同レベルにする盛土工事および関連費

用を追加したものでございます。 

 変更額としましては、６５万２,０００円に消費税１０％を加え、７１万７,２００円

を追加し、変更後の契約額を６,１０８万５,２００円としたものです。 

 以上、報告とさせていただきますので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第１号 専決処分事項（多賀勤労者体育センター解体工事の請負契約の変更）

の承認を求めることについて」は、承認することに賛成の方は起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） ご着席ください。起立全員であります。よって、承認第１号は承認

することに決定いたしました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第４ 「承認第２号 専決処分事項（令和７年度多賀町一般会

計補正予算（第６号））の承認を求めることについて」を議題とします。 



－４－ 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「承認第２号 専第２号 令和７年度多賀町一般会計補正予

算（第６号）」について、ご説明申し上げます。 

 議案書５ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に９７８万８,

０００円を追加し、歳入歳出６９億５,７８２万８,０００円としたものでございます。 

 去る１月２３日、衆議院が解散され、来る２月８日に衆議院議員総選挙、最高裁判所

裁判官国民審査が執行されることになりました。このことに伴い、選挙執行に係る人件

費、また投票所入場整理券、ポスター掲示板等の選挙執行経費について早急に対応する

必要があったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、去る１月２３日

付をもって専決処分させていただきましたので、議会に報告し、承認をお願いするもの

でございます。 

 それでは、１０ページ、歳入からご説明申し上げます。 

 ５５款県支出金、５目総務費県委託金として、今回の衆議院議員総選挙に係る経費の

全額９７８万８,０００円を受け入れるものでございます。 

 続いて、歳出につきまして主なものをご説明いたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 １０款２０項１５目衆議院議員選挙費では、１節報酬、選挙管理委員や投開票に係る

管理者等、選挙期間中の人件費として１２５万２,０００円、３節職員手当等は、選挙

事務に従事する職員の時間外手当等で４２９万円を計上したものです。 

 次に、物件費として、１０節需用費では、選挙執行に係るポスター掲示版、印刷製本

費等合わせて２７２万６,０００円、１２ページ、１１節役務費では、入場券の郵送料

等で６５万３,０００円、１２節委託料では、ポスター掲示板の設置委託料等、委託料

総額で７０万６,０００円をそれぞれ計上したものです。 

 以上、多賀町一般会計補正予算（第５号）、専決処分の報告とさせていただきますの

で、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第２号 専決処分事項（令和７年度多賀町一般会計補正予算（第６号））の承
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認を求めることについて」は、承認することに賛成の方はご起立お願いします。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） ご着席ください。起立全員であります。よって、承認第２号は承認

することに決定いたしました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第５ 「議案第３号 多賀町立小中学校体育館空調設備整備工

事の請負契約の締結について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 谷川教育総務課長。 

〔教育総務課長 谷川嘉崇君 登壇〕 

○教育総務課長（谷川嘉崇君） 「議案第３号 多賀町立小中学校体育館空調設備整備工

事の請負契約の締結について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の１３ページをお願いいたします。 

 令和７年１１月２８日、多賀町立小中学校体育館空調設備整備工事に係る公募型プロ

ポーザル審査を実施し、応募のあった２社による審査の結果、滋賀県彦根市地蔵町１１

２番地１、株式会社ノセヨ、代表取締役、野瀬隆之に決定し、消費税１０％を含む２億

６８０万円で工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約および財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでござ

います。 

 工事の場所につきましては、多賀小学校、大滝小学校および多賀中学校の３つの体育

館です。 

 工事概要としましては、教育活動や災害時の避難等における暑さ・防寒対策として、

各体育館の空調設備の整備工事で、多賀小学校体育館に６台、大滝小学校体育館に６台、

多賀中学校体育館に１０台、合計２２台の室内機を設置するものでございます。 

 工期につきましては、本契約締結の翌日から令和８年１２月２６日までで、令和７年

度から令和８年度にかけての工期としております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第３号 多賀町立小中学校体育館空調設備整備工事の請負契約の締結につい
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て」、賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第３号は可決

されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第６ 「議案第４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第

７号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第７

号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書１５ページをお願いいたします。 

 今回お願いいたします補正予算は、昨年末、国において物価高騰対応関連の交付金が

予算措置されましたこと、また、各省庁の予算についても令和８年度の前倒し予算が措

置されましたことに伴い調整させていただき、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ４億９,４６４万４,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ７４億

５,２４７万２,０００円とするものです。 

 第２条の地方債の補正につきましては、１９ページのとおり、多賀中学校校舎改修事

業で３,６００万円、町道多賀高宮線舗装修繕事業で８００万円、地域公共交通再構築

事業で６１０万円をそれぞれの事業の財源として追加をお願いし、２０ページ、急傾斜

地崩壊対策県営事業負担金分として２,８９０万円、学校体育館空調設備整備事業分と

して１億２,０１０万円をそれぞれの限度額として変更するものです。 

 それでは、補正内容につきまして、２３ページ、歳入からご説明いたします。 

 ５０款１０項国庫補助金、総務費では、住民票等の振り仮名対応業務として３５４万

２,０００円、民生費では、物価高対応子育て応援手当事業分として２,７３１万４,０

００円、土木費では、交通安全対策事業分として７４３万５,０００円を受け入れるも

のです。 

 ２０項国庫交付金、教育費では、小中学校の空調設備等の改修事業として９,２５１

万７,０００円、総務費では、様々な分野における物価高騰対応分として地方創生臨時

交付金１億２４９万５,０００円、土木費では、社会資本整備総合交付金として１,４１

７万６,０００円を受け入れるものです。 

 次に、５５款１０項県補助金では、地籍調査費補助金２,４６９万６,０００円を受け

入れるものです。国・県支出金の総額では２億７,２１７万５,０００円となり、補正総

額の約５５％となります。 

 ２４ページ、７５款繰越金は、今回の補正財源として４,９２６万９,０００円を充当
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するものです。 

 ８５款町債は、第２表で説明しましたとおり、総額で１億７,３２０万円を予算化す

るものです。 

 次に、歳出でございます。２５ページをお願いいたします。 

 １０款総務費、８目生活支援給付費では、物価高騰対応として住民１人当たり７,０

００円、７５歳以上の方には追加給付として３,０００円を現金給付することとし、物

価高騰生活者支援給付金として５,５６０万円を計上したほか、システム改修費等の事

務費を合わせて５,７９１万６,０００円をお願いするものです。次に、３５目諸費では、

物価高騰対応として各集落の公民館や集会所の光熱費等の支援として、１か所当たり３

万円、６１か所分１８３万円、９０目公共交通対策費では、近江鉄道線輸送安全確保事

業費補助として１,２３２万３,０００円をお願いするものです。 

 ２６ページ、１５項５目戸籍住民基本台帳費では、住民票等の振り仮名対応業務とし

てシステム改修委託料３５４万２,０００円、１５款５項５目社会福祉総務費では、町

内社会福祉施設４事業所への燃料費等の物価高騰補助として３３４万３,０００円、１

０項５目児童福祉費では、国の物価高対応子育て応援手当事業費として扶助費２,５６

０万円を含む総額２,７３１万４,０００円をお願いするものです。 

 ２７ページ、２０款５項５目保健事業総務費では、町内６医療関連施設への支援とし

て１施設当たり１０万円、１５項５目上水道費では、現在各ご家庭のご負担を少しでも

軽減するため、令和８年３月分まで水道料金の基本料金を減免しておりますが、継続し

て支援を行うべく令和８年９月分まで６か月延長するとともに、水道使用料金について

も、月当たり５００円を今年１月分から９月分までの９か月減免を行いたく、水道事業

会計に１,９７２万円を繰り出すものです。 

 ２５款農林水産業費では、２８ページにかけまして、１５目農業振興費では、肥料高

騰に係る農業者支援として事務委託料と合わせて５７４万５,０００円、２５目畜産業

費では、畜産業者への支援として牛１頭２万円、５１頭分１０２万円をお願いするもの

です。 

 ３０款商工費、５目商工振興費では、中小企業者への物価高騰支援として１,５００

万円をお願いするものです。 

 ３５款土木費では、５項１５目橋梁長寿命化修繕計画委託料１,４２８万９,０００円、

道路改良工事では、町道多賀高宮線等の舗装修繕のため１,６８３万円をお願いするも

のです。 

 ２９ページ、５目河川総務費では、樋田地区、大杉地区での急傾斜事業負担金として

合わせて１,５００万円、２０目地籍調査費では、多賀区、土田区、梨ノ木区の地籍調

査費として３,２９２万８,０００円をお願いするものです。 

 ４５款教育費では、小中学校体育館空調整備事業に係る予算を精査し、設計施工方式

での整備とさせていただきたく、現計予算の５項教育総務費、委託料、実施設計委託料



－８－ 

２,４００万円を皆減し、小学校費、中学校費に新たに予算化をさせていただくもので

す。小学校費では、多賀小学校、大滝小学校２校分の体育館空調整備費として合わせて

１億２,０３４万円をお願いし、施設維持補修工事につきましては、多賀小学校職員室

の空調修繕費用として１４３万円をお願いするものです。 

 ３０ページ、１０目教育振興費では、物価高騰対応として要保護・準要保護児童世帯

に対し１人１万円の支援を行いたく、２０人分、２０万円をお願いするものです。 

 １５項中学校費では、トイレの洋式化・乾式化改修の設計委託料２６６万４,０００

円に加え、トイレ施設改修工事費７,９９７万円、体育館空調整備工事８,６４６万円を

お願いするものです。また、小学校費同様、要保護・準要保護生徒世帯に対し支援させ

ていただきたく、１８人分、１８万円をお願いするものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第７号）について」は、原案の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第４号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第７ 「議案第５号 令和７年度多賀町水道事業会計補正予算

（第３号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第５号 令和７年度多賀町水道事業会計補正予算

（第３号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書３１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、現在、物価高騰対策緊急支援事業として住宅の水道料金の基本使

用料の減免を行っておりますが、さらに令和８年の１月分から２月分の水道使用料従量

料金から５００円分の減免をお願いするものであります。 



－９－ 

 第２条記載の収益的収入の補正につきまして、第１款第１項営業収益を２４３万円減

額し、第２項営業外収益を２４３万円増額し、収益的収入総額を３億６,３６４万８,０

００円とするものです。 

 それでは、予算計画説明書にて説明させていただきます。 

 議案書３３ページをお願いいたします。 

 収益的収入では、水道事業収益の総額を３億６,３６４万８,０００円といたしまして、

１款１項１目給水収益では、水道使用料の減免分２４３万円減額し、２項２目他会計補

助金では、減免による減収補てんとして一般会計より２４３万円の物価高騰対策補助金

収入を予定しております。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５号 令和７年度多賀町水道事業会計補正予算（第３号）について」は、原

案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第５号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

 これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 これをもって令和８年第１回多賀町議会臨時会を閉会いたします。 

（午後 ４時５１分 閉会） 



－１０－ 
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